
雇用保険受給手続きをされる方 求職者支援制度の対象者の方

【初回訓練相談締切日】これから雇用保険受給手続きをされる方は、

訓練実施場所 選考会場

令和3年9月22日（水）までにお手続き下さい。 　求職者支援制度の対象者（特定求職者）の方は、
　ハローワークでの訓練に関する求職・相談は、この期限内に手続きを完了しない場合、訓練受講者に対する

雇用保険給付の特別な措置を受けられない場合があります。 令和3年8月24日（火）まで！（厳守）

募集期間 令和３年８月２日（月）～ 令和３年８月２５日（水）

募集案内
訓練期間(４か月)

令和３年１０月１日～令和４年１月３１日


